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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第60期
第２四半期
連結累計期間

第61期
第２四半期
連結累計期間

第60期
第２四半期
連結会計期間

第61期 
第２四半期
連結会計期間

第60期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日 
至　平成21年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (百万円) 21,087 21,719 11,930 12,949 62,598

経常損益 (百万円) △　1,491 201 △　231 509 489

四半期(当期)純損益 (百万円) △　1,549 166 △　249 540 326

純資産額 (百万円) － － 3,238 5,232 5,065

総資産額 (百万円) － － 38,758 44,319 48,069

１株当たり純資産額 (円) － － △　46.76 △　28.48 △　32.07

１株当たり四半期(当期)
純損益金額

(円) △　10.99 1.15 △　1.76 3.69 2.30

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 　－ 0.55 － 1.76 0.77

自己資本比率 (％) － － 8.4 11.8 10.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △　677 789 － － 2,040

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △　750 △　635 － － △　1,184

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,487 △　52 － － △　794

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) － － 878 982 880

従業員数 (名) － － 874 884 865

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。 

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３　△印は損失またはマイナスを示しております。 

４　第60期第２四半期連結累計期間および第60期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式は存在いたしますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。　
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

なお、主要な関係会社の異動につきましては、「３ 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、建設事業を営んでおりました「ほくりく工業株式会社」は、平成21年９月30日付をもちまして解散

いたしました。

また、当社は、平成21年10月１日付をもちまして、舗装資材製造販売事業を営んでおりました「若栗建材

株式会社」の全株式を当社グループ外に譲渡いたしております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 884 〔   247 〕

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 869 〔　 222 〕

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

区分
当第２四半期連結会計期間(百万円)

(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 13,854 45.8

コンクリート舗装 290 △　0.2

土木工事等 2,255 △　25.1

計 16,399 28.1

舗装資材製造販売事業 4,566 5.5

不動産事業等 42 △　5.7

合計 21,008 22.3

(注) セグメント間の内部取引については相殺消去しております。

　

(2) 売上実績

区分
当第２四半期連結会計期間(百万円)

(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)

建設事業

アスファルト舗装 6,632 15.1

コンクリート舗装 13 △　27.4

土木工事等 1,694 △　4.5

計 8,340 10.4

舗装資材製造販売事業 4,566 5.5

不動産事業等 42 △　5.7

合計 12,949 8.5

(注) １　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

２　主要相手先別売上状況 

　総売上高に対する割合が100分の10以上に該当する相手先は次のとおりであります。 

　　　前第２四半期連結会計期間

　　　　　該当する相手先はありません。

　　　当第２四半期連結会計期間 

　　　　　該当する相手先はありません。　　　　

３　セグメント間の内部取引については相殺消去しております。

　

(3) 売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、工事の進捗が第４四半期連結会計期間に集中するため、第１四半期連結会計期間

から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高が多く

なる傾向にあり、当社グループの売上については季節的に大幅に変動いたします。
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なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。

　

「建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況」

①　受注工事高、完成工事高及び繰越工事高

期別 工種別

期首繰越

工事高

(百万円)

期中受注

工事高

(百万円)

計

(百万円)

期中完成

工事高

(百万円)

期末繰越

工事高

(百万円)

前第２四半期累計期間

 

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

アスファルト舗装 11,541 17,365 28,906 10,262 18,644

コンクリート舗装 306 337 643 19 624

土木工事等 2,510 5,024 7,535 2,900 4,635

計 14,358 22,727 37,085 13,182 23,903

当第２四半期累計期間

 
 自　平成21年４月１日

 至　平成21年９月30日

アスファルト舗装 16,266 20,365 36,632 10,217 26,414

コンクリート舗装 － 326 326 49 277

土木工事等 4,157 4,047 8,204 2,819 5,384

計 20,424 24,739 45,163 13,086 32,076

前事業年度

 
(自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日)

アスファルト舗装 11,541 36,667 48,208 31,941 16,266

コンクリート舗装 306 566 873 873 －

土木工事等 2,510 10,300 12,811 8,654 4,157

計 14,358 47,534 61,893 41,469 20,424

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高に

その増減額を含みます。したがって、期中完成工事高にも同様の増減額が含まれます。

２　期末繰越工事高は、(期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高)に一致します。

　

②　受注工事高

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

前第２四半期会計期間
 
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

アスファルト舗装 4,501 4,753 9,254

コンクリート舗装 273 17 290

土木工事等 1,202 1,807 3,010

計 5,976 6,578 12,555

当第２四半期会計期間
 
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

アスファルト舗装 8,313 5,390 13,704

コンクリート舗装 216 74 290

土木工事等 1,021 1,233 2,255

計 9,551 6,698 16,250

前第２四半期会計期間の主な受注工事

中日本高速道路株式会社 東名高速道路豊田管内舗装補修工事（Ｈ２０年度）

国土交通省九州地方整備局 福岡２０１号多田地区舗装工事

当第２四半期会計期間の主な受注工事

国土交通省関東地方整備局 八王子南ＢＰ浅川トンネル（上り線）舗装工事

中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路清水西舗装工事
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③　完成工事高

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

前第２四半期会計期間
 
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

アスファルト舗装 959 4,679 5,638

コンクリート舗装 － 19 19

土木工事等 343 1,431 1,774

計 1,303 6,129 7,432

当第２四半期会計期間
 
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

アスファルト舗装 2,414 4,151 6,565

コンクリート舗装 － 13 13

土木工事等 690 1,003 1,694

計 3,105 5,169 8,274

前第２四半期会計期間の主な完成工事

国土交通省東北地方整備局 東野道路改良舗装工事

東京都 街路築造工事（１９北北－小平３・３・８）

当第２四半期会計期間の主な完成工事

独立行政法人都市再生機構 平成２０年度盛岡南道路整備工事

国土交通省中部地方整備局 平成２０年度伊豆縦貫塚原道路舗装工事

　

④　繰越工事高(平成21年９月30日現在)

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 合計(百万円)

アスファルト舗装 19,715 6,699 26,414

コンクリート舗装 216 61 277

土木工事等 3,546 1,837 5,384

計 23,478 8,598 32,076

平成21年９月30日現在の主な繰越工事

国土交通省東北地方整備局 鵜住居第１トンネル外舗装工事

西日本高速道路株式会社 山陽自動車道福山管内舗装補修工事

　

「舗装資材製造販売事業における製造及び販売状況」

　

期別

アスファルト合材 その他
売上金額
(百万円)

売上高
合計
(百万円)生産実績

(千ｔ)
売上数量
(千ｔ)

売上金額
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

821 733 5,282 2,306 7,588

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

835 747 5,962 2,431 8,393

(注) １　アスファルト合材の生産実績と売上数量との差異は、当社の請負工事に使用した数量であります。

２　その他売上金額は、アスファルト乳剤、砕石等の販売による売上高であります。

　

「不動産事業等における売上状況」

前第２四半期累計期間 36百万円

当第２四半期累計期間 32百万円
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当社グループの建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から第３四半期に

比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用については年間を通

じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大きく変動いたしま

す。

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産を中心に緩やかな持ち直しの動きが見

られたものの、企業収益や設備投資は減少を続け、また雇用情勢の悪化も一段と深刻化するなど、国内景

気は総じて厳しい状況で推移いたしました。

道路建設業界におきましても、景気低迷の影響により建設投資の減少基調が続くなか、縮小する建設需

要を巡る企業間競争はさらに激しさを増し、引き続き厳しい経営環境となりました。

このような状況のもと、当社グループでは、収益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進

等に全力を挙げて取り組むとともに、効率性の向上やコストコントロール、製品販売価格の見直し等に注

力し、収益の改善を図ってまいりました。

その結果、当第２四半期連結会計期間における当社グループの業績につきましては、受注高（製品売上

高および不動産等売上高を含む）は210億８百万円（前年同期比22.3％増）、売上高は129億49百万円

（前年同期比8.5％増）、経常利益は５億９百万円（前年同期は２億31百万円の経常損失）、四半期純利

益は５億40百万円（前年同期は２億49百万円の四半期純損失）となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。

なお、完成工事高および売上高については「セグメント間の内部取引高」を含めた金額を、営業損益に

ついては「消去又は全社」考慮前の金額をそれぞれ記載しております。

 「建設事業」

建設事業につきましては、受注高は163億99百万円（前年同期比28.1％増）、完成工事高は83億40百

万円（前年同期比10.4％増）、営業利益は３億42百万円（前年同期比301.7％増）となりました。

 「舗装資材製造販売事業」

舗装資材製造販売事業につきましては、売上高は63億23百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は

９億60百万円（前年同期比81.7％増）となりました。

 「不動産事業等」

不動産事業等につきましては、売上高は１億66百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は30百万円

（前年同期比6.3％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

「資産の状況」

資産の状況につきましては、固定資産は前連結会計年度末と比較し１億９百万円の増加となりまし

たが、売上債権の減少などにより流動資産は38億58百万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末

の資産合計は、前連結会計年度末と比較して37億49百万円減少の443億19百万円となりました。

「負債の状況」

負債の状況につきましては、仕入債務が大幅に減少したことや長期借入金の一部を返済したことな

どにより、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して39億16百万円減少

の390億87百万円となりました。なお、前連結会計年度末における長期借入金106億65百万円が１年以内

に返済期日を迎えることから、当四半期連結会計期間末においてはその全額を流動負債に含めて表示

しているため、流動負債は前連結会計年度末と比較し66億13百万円の増加、固定負債は105億30百万円

の減少となりました。

「純資産の状況」

当第２四半期連結累計期間において、四半期純利益１億66百万円を計上したことにより、当第２四半

期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べて１億67百万円増加の52億32百万円とな

りました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

「営業活動によるキャッシュ・フロー」

当第２四半期連結会計期間におきましては、税金等調整前四半期純利益５億56百万円を計上したも

のの、繁忙期である第４四半期の仕入れにかかる支払手形の決済により仕入債務が大幅に減少したこ

と、また手持工事の増加に伴い未成工事支出金が増加したことなどにより、営業活動によるキャッシュ

・フローは、30億90百万円の資金減少（前年同期は40億56百万円の資金減少）となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結会計期間におきましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備の更新を

実施したことなどにより、投資活動によるキャッシュ・フローは１億83百万円の資金減少（前年同期

は4億36百万円の資金減少）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結会計期間におきましては、前年第４四半期にかかる支払手形決済の資金需要など

により短期借入金が10億27百万円増加（返済期日が１年以内となった長期借入金の組替えによる増加

を除く）し、財務活動によるキャッシュ・フローは10億27百万円の資金増加（前年同期は23億60百万

円の資金増加）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は前四半期連結会計

期間の期末残高と比べ22億47百万円減少し、９億82百万円となりました。 

　

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当社グループは「（6）経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し」に記載

のとおり長年にわたり厳しい事業環境を強いられており、このような状況に対処すべく当社およびグ

ループ各社では、従前より収益力の向上と財務体質の強化に全社を挙げて取り組んでおります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重

要な変更および新たに生じた課題はありません。
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(5) 研究開発活動

近年、道路建設事業を取り巻く環境は大きく変化しており、環境保全に対する関心の高まりや公共工事

の品質確保の促進に関する法律の施行などにより、企業の技術力や提案力が工事受注、製品販売に与える

影響は、今後ますます大きくなる状況にあります。　　　　

このような状況のなか、当社におきましては、環境負荷の低減やコスト圧縮、資源の有効利用等、社会の

ニーズが高まっているテーマを中心に研究開発を行なうとともに、高品質、高付加価値の施工、商品の提

供に努めております。

なお、当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、56百万円となりました。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループは長年にわたり厳しい事業環境を強いられており、公共事業費の縮減傾向が続くなか、今

後とも業界における企業間競争は熾烈を極めていくものと認識しております。また、顧客ニーズの多様

化、構造改革への社会的要請の高まりなど、建設産業は大きな転換期を迎えており、そのなかで企業が競

争の優位性を確保していくためには、新たな市場環境への迅速かつ適確な対応が必要不可欠となってお

ります。　　

このような状況を踏まえ、当社グループでは事業環境の変化に即応する対応力を強化するため、経営資

源の効率的な活用はもとより、民間工事の受注拡大や公共工事における総合評価落札方式の普及を見据

えた営業体制の再構築、今後とも成長が見込まれる環境関連事業の拡充、さらには事業活動の基礎となる

人材の確保育成を重点施策として位置づけ、これらの実践に総力を挙げて取り組んでおります。

また、安定した経営基盤の確立に向け、あらゆる部門においてコストコントロールを徹底するなど、全

社を挙げて収益力の向上と財務体質の強化を図るとともに、顧客をはじめとするすべてのステークホル

ダーの信頼を克ちとるべく、業績の回復はもとより、環境保全や品質確保、内部統制システムの整備など

への取り組みをより一層強化し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいる所存であります。

なお、当社グループの経営成績は、経済情勢や資材価格、金利の動向等により変動する可能性があり、業

績に影響を与える可能性のある事項の詳細につきましては、第60期有価証券報告書（平成21年６月26日

提出）第一部　第２「４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループでは、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努め

ております。ここ数年の建設投資全体の動向を鑑みると、今後も当社グループを取り巻く事業環境はさら

に厳しさを増すものと予想されます。

このような状況を踏まえ、当社グループでは、将来にわたって生き残りを図るため、さらなる収益構造

の改善と財務基盤の強化に向け、各施策に取り組んでまいる所存であります。

　

なお、文中における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したも

のであります。

　

　

「第２　事業の状況」における売上高等の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更ならびに重要な計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 481,600,000

Ａ種優先株式 6,000,000

Ｂ種優先株式 12,400,000

計 500,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 128,972,037128,972,037
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株
式※１、２

Ａ種優先株式 6,000,000 6,000,000 ― ※１、２、３

Ｂ種優先株式 12,100,00012,100,000― ※１、２、４

計 147,072,037147,072,037― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成21年11月１日から本四半期報告書提出日までのＡ種優先株式およびＢ種優先株

式の取得請求権行使に伴い発行された株式数は含まれておりません。

２　※１　単元株式数は1,000株であります。

３　※２　会社法第322条第２項の規定に基づく定款の定めは設けておりません。

４　※３　Ａ種優先株式の内容

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)又はＡ種

優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項

当会社は、法令で定める分配可能額(以下「分配可能額」という。)の範囲で、平成20年10月１日以降、いつで

も、法令の手続に従いＡ種優先株式を買受けることができる。

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ａ種優先

株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ａ種優先株式の一部を取得する場合、取得する株式

の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ａ種優先株主又はＡ種優

先登録株式質権者に対して、Ａ種優先株式１株につき払込金額に105％を乗じた価額とする。

(3) 金銭を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、平成18年７月１日以降平成28年７月31日までの間において、毎年７月１日から同月31日ま

での間(以下「償還可能期間」という。)、各償還可能期間開始時点の最終事業年度の貸借対照表確定時の法令

で定める分配可能額(以下『「分配可能額」』という。)から２億円を控除した額を上限として、Ａ種優先株式

の全部または一部を１株あたり525円で当会社に対して償還(Ａ種優先株式を取得し、その対価として金銭を

交付することをいう。)を請求することができる。ただし、「分配可能額」は最終事業年度の貸借対照表確定時

に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を「分配可能額」から控除した金額とする。

(4) 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
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(5) 株式の併合又は分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(6) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式の、募集株式の割当てを受

ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。

(7) 普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＡ種優先株式を取得し、その対価としてＡ種優先

株式１株あたり下記(ロ)(ｄ)に定める数の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求すること

ができる。

(イ)転換請求期間

　平成21年４月１日から平成29年３月31日までとする。

(ロ)転換の条件

(a) 当初転換価額

50円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成21年４月１日以降平成29年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該

転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＡ種優先株式を含むＡ種優先株式の全部に適用

されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を

受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受ける。)（以下「上限転

換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ａ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合には、

転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる

計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　
　 　 　 　

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

　
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整

される。

(d) 転換により発行すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　

転換により発行

すべき普通株式数
＝
Ａ種優先株主が転換請求のために提出したＡ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

　
発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による

調整は行わない。

(8) 普通株式を対価とする取得条項

当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＡ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＡ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社

法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(9) 優先順位

優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先株

式に優先する。
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５　※４　Ｂ種優先株式の内容

(1) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)又はＢ種

優先株式の登録株式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(2) 買受又は金銭を対価とする取得条項

当会社は、法令で定める分配可能額(以下「分配可能額」という。)の範囲で、いつでも、法令の手続に従いＢ

種優先株式を買受けることができる。

また、当会社は、取締役会の決議により取得日として定めた日の到来により、分配可能額の範囲で、Ｂ種優先

株式の全部または一部を取得することができる。ただし、Ｂ種優先株式の一部を取得する場合、取得する株式

の決定は、取締役会の決議による。なお、１株あたりの買受価額又は本取得の対価は、Ｂ種優先株主又はＢ種優

先登録株式質権者に対して、Ｂ種優先株式１株につき払込金額に105％を乗じた価額とする。

(3) 議決権

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(4) 株式の併合又は分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。

(5) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与

当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるとき

は、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式の、募集株式の割当てを受

ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。

(6) 普通株式を対価とする取得請求権

Ｂ種優先株主は、下記の条件にしたがって、その保有するＢ種優先株式を取得し、その対価としてＢ種優先

株式１株あたり下記(ロ)(ｄ)に定める数の普通株式を交付すること(以下「転換」という。)を請求すること

ができる。

(イ)転換請求期間

　平成18年４月１日から平成23年３月31日までとする。

(ロ)転換の条件

(a) 当初転換価額

50円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成18年４月１日以降平成23年３月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで

の各転換請求可能日において、Ｂ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場合には、当該

転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日

数を除く。)に修正されるものとする(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

なお、かかる修正後転換価額は、当該転換請求がなされたＢ種優先株式を含むＢ種優先株式の全部に適用

されるものとする。)。ただし、当該平均値が当初転換価額の60％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を

受ける。)（以下「下限転換価額」という。)を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額(ただし、下記(c)の調整を受ける。)（以下「上限転

換価額」という。)を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ｂ種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合その他一定の場合には、

転換価額を次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる

計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　
　 　 　 　

(既発行普通株式数－自己株式数)＋
新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

転換価額
＝
調整前

転換価額
×

１株あたりの時価

(既発行普通株式数－自己株式数)＋新規発行普通株式数

　
また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整

される。
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(d) 転換により発行すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

　
転換により発行

すべき普通株式数
＝
Ｂ種優先株主が転換請求のために提出したＢ種優先株式の払込金額の総額

転換価額

　
発行すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。

(7) 普通株式を対価とする取得条項

当会社は転換を請求することができる期間中に転換請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日

をもって取得し、その対価としてＢ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における転換価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社

法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(8) 優先順位

優先株式相互間の残余財産の分配の支払順位は、別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式がＢ種優先株

式に優先する。

６　資金調達手段を多様化し自己資本の充実を図るため、完全議決権株式である普通株式のほか、無議決権株式で

あるＡ種優先株式およびＢ種優先株式を発行いたしております。

７　Ｂ種優先株式のうち8,400,000株につきましては、現物出資(借入金（42億円）の株式化)により発行されたも

のであります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年９月30日 ― 147,072,037 ― 2,000 ― 500
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(5) 【大株主の状況】

①所有株式数別

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 51,800 35.22

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 35,659 24.25

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 7,669 5.21

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 3,000 2.04

世紀東急工業従業員持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 1,971 1.34

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 1,295 0.88

株式会社五十畑 栃木県下都賀郡岩舟町大字鷲巣２５８ 1,000 0.68

遠藤　博哉 神奈川県横浜市神奈川区 943 0.64

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 650 0.44

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 649 0.44

計 ― 104,637 71.15

　

②所有議決権数別

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の議決
権に対する
所有議決権数の
割合(％)

フェニックス・キャピタル・パー
トナーズ・ツー投資事業組合

東京都千代田区丸の内２－２－１ 40,000 31.19

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 29,659 23.13

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 7,669 5.98

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 3,000 2.34

世紀東急工業従業員持株会 東京都港区芝公園２－９－３ 1,971 1.54

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 1,295 1.01

株式会社五十畑 栃木県下都賀郡岩舟町大字鷲巣２５８ 1,000 0.78

遠藤　博哉 神奈川県横浜市神奈川区 943 0.74

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 650 0.51

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 649 0.51

計 ― 86,836 67.71
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
6,000,000

Ｂ種優先株式
12,100,000

―
「１　株式等の状況」「(1) 株式の
総数等」「②　発行済株式」の「内
容」欄の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 192,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

128,247,000
128,247 同上

単元未満株式 普通株式 533,037 ―
同上

一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 147,072,037― ―

総株主の議決権 ― 128,247 ―

(注) １　「無議決権株式」欄のＢ種優先株式には、当社所有の自己株式300,000株が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式526株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
世紀東急工業株式会社

東京都港区芝公園
２―９―３

192,000 － 192,000 0.13

計 ― 192,000 － 192,000 0.13
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

(1)普通株式

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 44 72 79 71 68 58

最低(円) 31 39 60 49 56 41

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2)優先株式

①Ａ種優先株式

②Ｂ種優先株式

以上の各種優先株式は、いずれも金融商品取引所に上場されておりません。 

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1)新任役員

該当事項はありません。

　

(2)退任役員

該当事項はありません。

　

(3)役職の異動

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

取締役　常務執行役員
事業推進本部長

取締役　常務執行役員
事業推進本部長兼工務部長

森 山  藤 夫 平成21年10月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月1日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結

累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成

しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 982 880

受取手形・完成工事未収入金等 9,771 21,518

未成工事支出金 ※２
 11,634 5,079

材料貯蔵品 391 315

その他 4,021 2,875

貸倒引当金 △116 △125

流動資産合計 26,685 30,544

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,916 6,694

機械、運搬具及び工具器具備品 15,799 15,642

土地 12,295 12,296

建設仮勘定 162 163

減価償却累計額 △18,429 △18,208

有形固定資産合計 16,744 16,588

無形固定資産 140 148

投資その他の資産

その他 ※１
 1,513

※１
 1,562

貸倒引当金 ※１
 △764

※１
 △774

投資その他の資産合計 748 787

固定資産合計 17,634 17,524

資産合計 44,319 48,069
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 14,522 22,361

短期借入金 12,192 1,579

未払法人税等 63 102

未成工事受入金 7,135 3,843

完成工事補償引当金 77 144

工事損失引当金 ※２
 47 40

賞与引当金 396 272

その他 1,260 737

流動負債合計 35,695 29,081

固定負債

長期借入金 － 10,665

退職給付引当金 3,363 3,229

その他 28 28

固定負債合計 3,392 13,922

負債合計 39,087 43,004

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,550 1,550

利益剰余金 1,689 1,523

自己株式 △19 △18

株主資本合計 5,221 5,054

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 10

評価・換算差額等合計 11 10

純資産合計 5,232 5,065

負債純資産合計 44,319 48,069
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 21,087 21,719

売上原価 19,968 19,207

売上総利益 1,118 2,511

販売費及び一般管理費 ※１
 2,441

※１
 2,169

営業利益又は営業損失（△） △1,322 342

営業外収益

土地賃貸料 9 8

受取遅延利息 6 16

雑収入 12 10

営業外収益合計 27 35

営業外費用

支払利息 172 149

雑支出 24 26

営業外費用合計 196 176

経常利益又は経常損失（△） △1,491 201

特別利益

固定資産売却益 7 6

貸倒引当金戻入額 4 4

ゴルフ会員権償還益 － 1

その他 2 －

特別利益合計 15 13

特別損失

固定資産売却損 7 0

固定資産除却損 － 4

投資有価証券評価損 － 1

事業所整理損 7 －

工事違約金 7 －

その他 8 0

特別損失合計 30 6

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,505 207

法人税、住民税及び事業税 43 41

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,549 166
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 11,930 12,949

売上原価 10,821 11,281

売上総利益 1,108 1,667

販売費及び一般管理費 ※１
 1,250

※１
 1,090

営業利益又は営業損失（△） △141 576

営業外収益

受取利息 2 0

土地賃貸料 5 4

受取遅延利息 － 10

雑収入 2 5

営業外収益合計 10 20

営業外費用

支払利息 88 73

雑支出 12 14

営業外費用合計 100 87

経常利益又は経常損失（△） △231 509

特別利益

固定資産売却益 7 0

貸倒引当金戻入額 － 47

事業所整理精算益 4 －

その他 0 －

特別利益合計 13 48

特別損失

固定資産除却損 3 1

投資有価証券売却損 3 －

その他 0 －

特別損失合計 7 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△225 556

法人税、住民税及び事業税 23 15

四半期純利益又は四半期純損失（△） △249 540
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,505 207

減価償却費 384 399

貸倒引当金の増減額（△は減少） 160 52

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119 134

受取利息及び受取配当金 △6 △3

支払利息 172 149

有形固定資産売却損益（△は益） 7 △6

有形固定資産除却損 3 4

売上債権の増減額（△は増加） 13,735 11,705

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,758 △6,555

仕入債務の増減額（△は減少） △12,770 △7,838

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,085 3,292

未払消費税等の増減額（△は減少） △244 △298

その他 176 △337

小計 △429 1,029

利息及び配当金の受取額 7 3

利息の支払額 △172 △161

法人税等の支払額 △83 △81

営業活動によるキャッシュ・フロー △677 789

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △727 △655

有形固定資産の売却による収入 19 12

投資有価証券の取得による支出 △0 －

投資有価証券の売却による収入 26 8

ゴルフ会員権の売却による収入 3 3

貸付けによる支出 △64 －

貸付金の回収による収入 7 7

その他 △15 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △750 △635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,988 447

長期借入金の返済による支出 △500 △500

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,487 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59 101

現金及び現金同等物の期首残高 819 880

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 878

※１
 982
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日   至  平成21年９月30日)

  会計処理基準に

  関する事項の変更

　

　

　

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗度の見積りは、施工面積等に基づく予算原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。

  なお、当第２四半期連結累計期間においては工事進行基準の適用要件を満た

す工事契約が存在しないため、損益に与える影響はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　

    該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

    該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１ 債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更生

     債権等」については、当該引当金（当第２四半期連

     結会計期間末22,214百万円）から直接減額しており

     ます。

※１ 債権の全額に貸倒引当金を設定している「破産更生

     債権等」については、当該引当金（当連結会計年度

     末22,145百万円）から直接減額しております。

※２ 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と

     工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してお

     ります。

     損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

     出金のうち、工事損失引当金に対応する額は42百万

     円であります。

──────

　
(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

※１ 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

        従業員給料手当                  975百万円

        賞与引当金繰入額                104

        退職給付費用                    146

        営業債権貸倒引当金繰入額        295

２ 当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

   下半期、特に第４四半期連結会計期間に完成する工

   事の割合が高く、業績の季節的変動が顕著でありま

   す。

※１ 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

        従業員給料手当                  946百万円

        賞与引当金繰入額                136

        退職給付費用                    160

        営業債権貸倒引当金繰入額         52

２ 同左

　
第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日)

※１ 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

        従業員給料手当                  486百万円

　　　　賞与引当金繰入額                 53

        退職給付費用                     73

        営業債権貸倒引当金繰入額        174

２ 当社グループの売上高は、通常の営業の形態として

   下半期、特に第４四半期連結会計期間に完成する工

   事の割合が高く、業績の季節的変動が顕著でありま

   す。

※１　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

         従業員給料手当                  468百万円

　　　　 賞与引当金繰入額                 87

         退職給付費用                     81

         

２  同左

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

     貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　
  現金預金勘定 878百万円

  現金及び現金同等物     878

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

     貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
　
  現金預金勘定 982百万円

  現金及び現金同等物     982
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日)

　

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 128,972,037

A種優先株式（株） 6,000,000

B種優先株式（株） 12,100,000

合計(株) 147,072,037

　

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 192,526

B種優先株式（株） 300,000

合計(株) 492,526
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　
前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 7,558 4,328 44 11,930 ― 11,930

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

─ 1,449 118 1,567 1,567 ―

計 7,558 5,777 162 13,498 1,567 11,930

 営業利益又は営業損失（△) 85 528 32 646 788 △141

　
当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 8,340 4,566 42 12,949 ― 12,949

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

─ 1,756 124 1,881 1,881 ―

計 8,340 6,323 166 14,831 1,881 12,949

 営業利益 342 960 30 1,334 757 576

　
前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 13,344 7,645 96 21,087 ― 21,087

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

─ 2,726 234 2,961 2,961 ―

計 13,344 10,372 331 24,048 2,961 21,087

 営業利益又は営業損失（△) △302 262 60 20 1,342 △1,322

　
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

舗装資材
製造販売
事業
(百万円)

不動産
事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 13,191 8,445 82 21,719 ― 21,719

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

─ 3,181 250 3,431 3,431 ―

計 13,191 11,626 333 25,150 3,431 21,719

 営業利益 326 1,436 57 1,820 1,478 342

　
(注) (1) 事業区分の方法

           日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

(2) 各事業区分に属する主要な内容

  建設事業……………………………………舗装、土木その他建設工事全般に関する事業

  舗装資材製造販売事業……………………アスファルト合材等舗装資材の製造販売に関する事業

  不動産事業等………………………………不動産賃貸等その他事業
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【所在地別セグメント情報】

　

  前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間並びに前第２四半期連結累計期間及び当第

２四半期連結累計期間

  在外連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。

　

【海外売上高】

　

  前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間並びに前第２四半期連結累計期間及び当第

２四半期連結累計期間

  海外売上高がないため記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１ １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日)

前連結会計年度末
（平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 △28.48円 △32.07円

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 5,232 5,065

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

8,900 9,050

（うち優先株式払込金額）(百万円) (8,900) (9,050)

普通株式に係る純資産額(百万円) △3,667 △3,984

普通株式の発行済株式数(千株) 128,972 124,453

普通株式の自己株式数(千株) 192 186

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（千株）

128,779 124,267

　

２ １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

   第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益                         ─ 1.15円

１株当たり四半期純損失 10.99円                        ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益                        ─                       0.55円

　 潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益については、潜在株式
は存在するものの、１株当たり
四半期純損失であるため記載し
ておりません。

　

(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) ― 166

四半期純損失(百万円) 1,549 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) ― 166

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 1,549 ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 140,961 145,591

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算
定に用いられた普通株式増加数(千株)

― 160,200

   (うちＡ種優先株式)   (―) (54,000)
   (うちＢ種優先株式)   (―) (106,200)
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第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益                         ─ 3.69円

１株当たり四半期純損失 1.76円                        ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益                        ─                       1.76円

　 潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益については、潜在株式
は存在するものの、１株当たり
四半期純損失であるため記載し
ておりません。

           

(注) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　
前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) ― 540

四半期純損失(百万円) 249 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) ― 540

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 249 ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 142,086 146,581

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算
定に用いられた普通株式増加数(千株)

― 160,200

   (うちＡ種優先株式)   (―) (54,000)
   (うちＢ種優先株式)   (―) (106,200)

　

　

(重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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２ 【その他】

  該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

世紀東急工業株式会社

　　　取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　  唐　澤　　　洋   印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　  松　尾　浩　明　 印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている世紀

東急工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成

20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月10日

世紀東急工業株式会社

　　　取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　  唐　澤　　　洋    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　  松　尾　浩　明    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている世紀

東急工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社の平成

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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